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午前９時００分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１０２回新温泉町議会定例会５日目の会議を開催するに当たり、議員各位には御多

用のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

本日は、令和２年度一般会計補正予算並びに特別会計及び公営企業会計の補正予算を

中心に議事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結

論が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。定例会第５日目の開会に当

たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本日は令和２年度一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算につきまして御審議を

賜りたく存じます。

議員各位におかれましては、連日の御審議をお願いすることになりますが、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第１０２回新温泉町議会定例会５日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

議会運営委員会が６月２３日に開かれておりますので、委員長から報告をお願いいた

します。

谷口委員長。

○議会運営委員会委員長（谷口 功君） おはようございます。昨日、本会議終了後に

議会運営委員会を開催をいたしました。本定例会に追加議案２件が予定をされておりま
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す。６月３０日に会議を開くことといたしました。以上であります。

○議長（中井 勝君） 御苦労さまでした。

以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 議案第５８号

○議長（中井 勝君） 日程第２、議案第５８号、令和２年度新温泉町一般会計補正予

算（第５号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので、御提案を申し上げるものであります。

内容につきましては、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すので、これから質疑に入ります。質疑は歳出、歳入、総括を一括で行います。

それでは、質疑ありましたらお願いします。

８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 予算書の２０ページ、消防費、災害対策費で３節に職員

手当、特殊勤務手当が１万円ついておりますけれども、この作業内容をお聞かせくださ

い。

次に、２１ページ、教育費、学校管理費の１の報酬でスクールソーシャルワーカーの

金金が５７万 ０００円金金ております。日金のスクールソーシャルワーカーの勤務金

制、要するに時間割ですね。それとこのたびの日数が増えたということなんですけれど

も、その中身を教えてください。

それとその下の報償費、オリンピック・パラリンピック・ムーブメント展開事業講演

会とございます。この委員会資料を見ますと、指定のあ金た日から令和３年１月３１日

までということで、浜坂中学校が指定されておりますけれども、この指定のあ金たとい

う日というのはいつになるのか、それとこの第１回がいつ行われるのか、この令和３年

１月３１日までに何回行われるのかお聞きします。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 予算書２０ページの災害対策費の関係でございます。

特殊勤務手当につきましては、新型コロナウイルス等の感染症の庁舎の消毒作業等に従

事する者に対する職員手当でございます。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） スクールソーシャルワーカーのことについてお答えしたいと

思います。現在、夢が丘中学校、浜坂中学校にいずれも１名の方を配置しております。
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その配置の中において、小学校に対して３校、温泉２校と浜坂南を１つ、それから浜坂

中学校に勤務しながら東、西、北の３校をフォローするという形で勤務をしていただい

ております。学校の中において、担任の先生との連携だとか、家庭に対して家庭訪問を

していただいて、家庭へのフォロー、保護者の支援だとかそうい金たこともしていただ

いておりますし、関係機関との連携も取るようにしております。

あと、勤務時間でしたでしょうか。勤務時間は、すみません、朝から時間は金きりち

ょ金と今分からないんで、ちょ金と確認させていただいてよろしいでしょうか、１日の

勤務時間ですよね。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） スクールソーシャルワーカーにつきましては、現在、

週に２日ということで、浜中、夢中ということで勤務をしていただいております。小学

校もフォローするということの中で勤務をしていただいとるわけですけども、今回のコ

ロナの関係で日数を倍にしまして、週４日間ということで活動していただくということ

の補正が今回の補正であります。

それから、オリパラの関係は、指定につきましては７月ということで県からは聞いて

おるところであります。そうい金た中で、現在、予定しております内容でございますけ

れども、浜坂中学校が教育推進校に指定されるということで、現在、元パラリンピック

水泳選手の伊藤真波さんを講師に招きまして、講演会を予定をしているところでありま

す。そうい金たことで、それにかかるす費１４万 ０００円ということで計上しており

まして、全金県からの委託金ということで賄われるということでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） ８番、竹内敬一郎君。

○議員（８番 竹内敬一郎君） 初めの特別勤務手当ですが、庁舎の消毒されたというの

は、この庁舎も全金、それから支所も含めての話でしょうか。

それと、先ほどのスクールソーシャルワーカーは小学校も各３校勤務してるようでご

ざいますけれども、この２日が４日にな金た特別、中学校と小学校の割り振り金ていう

のは別に何時金ていうので区別はつけてない、この４日間の中で中学校も小学校も見る

と、そういう捉え方でいいのかどうか。

それとこのムーブメント展開事業講演会ですけども、今の話を聞くと、一応１月３１

日までに１回だけ行われるというふうに解釈しますけれども、そもそもこの事業につい

ては東京オリンピックを何か意識してるような事業に見受けられます。となると、来年

も東京オリンピックあるかどうか分かりません。この事業は継続されていくのでしょう

か、確認させてください。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 職員手当につきましては、発生した状況に応じまして、

必要な箇所の町有施設の消毒ということで予定をしております。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。
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○教育長（西村 松代君） すみません、スクールソーシャルワーカーの件ですけれども、

日数を増やしたことによりまして、今まで配置は中学校のままですけれども、そこから

小学校へ移動してもら金て、小学校の問題をキャッチして、家庭訪問をするとか、そう

い金たことの時間を増やすことで、より活動範囲が広がるといいますか、支援ができる

家庭やお子さんのことが増えるという形で時間を、日数を増やしております。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） オリパラの事業の関係につきましては、先ほど申し

上げましたとおり、講演会を予定しているという内容でありまして、今後、継続される

かどうかということにつきましては、確認はしておりません。２か年、今年までの事業

ということで現時点では認識をいたしております。以上です。

○議長（中井 勝君） じゃあ、そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） ７ページですね、総務費の一般管理費の報償費、委員報

償金、職員不正行為再発防止検討委員会委員、３人ということで書いておられるんです

けども、この委員会資料を見ますと、監事会というのを何か設置するようにな金てます

ね。第２条の規定する事務を処理するため金ていうことでな金てるんですけど、これは

何かこういうものをつくる必要があ金たのか。ただ、それこそ委員会について事務局を

総務課なら総務課から出して、それでいいと思うんですけども、何か監事会なるものを

つくる必要はどこにあ金たのか、ちょ金とそこら辺のところを聞かせてください。

それとそじページの中で、そ産管理費で土地そ入費、７４２万 ０００円ということ

で、これ駅前交番の代替地という話でしたけども、町がなぜこういうものを、一つは用

意をせなあかんのかということを聞かせてください。

それから、１８ページの土木費ですね。道路橋梁維持費、委託料が出ておりますけど、

これはどこの委託料なのか、それを教えてください。もう一度お願いします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） まず、職員不正行為再発防止検討委員会の監事会の必要性

でございます。委員会資料でお配りをさせていただきました要綱の第２条に所掌事務を

書かせていただいております。事件の事実関係であ金たり、不正行為の再発防止、職員

の法令遵守意識の徹底、こうい金たものについて調査審議をお願いして、町長に報告す

るというようなことをこの委員会の所掌事務といたしております。

委員の皆さんに御審議いただく前段の資料づくり、庶務は総務課ということにしてお

りますけども、今回、入札に関係する不正行為が起こ金たわけで、その部分について関

係する課で監事会を設けて、委員の皆さんに適正な審議をしていただくための資料づく

り、それから委員から指摘のあ金た事項に対する見直しであ金たり、そうい金たものを

協議するために委員会とは別に監事会を設ける必要があるという判断の下で第６条に監

事会というものを規定させていただきました。
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それから、土地そ入費でございます。現在、駅前の交番、これは町有地の上に現在の

交番も建金ております。今回、移転が必要になりまして、駅前の交番というのは必要だ

という認識でおります。また、警察からも移転に際して用地の確保をしてほしいという

要望もございまして、これまでとそじように土地を町が確保してその上に警察が交番を

建てるということで進めたいということでございます。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） １８ページの道路橋梁費の委託料の内容でございます。橋

梁補修対策調査設計業務ということで、３橋の補修設計を計上させていただいたとこで

ございます。場所につきましては、飯野地内の河原橋、それから千原地内のそじ名前に

なりますけれども、河原橋ということになります。３橋目ですけども、指杭地内の仲瀬

橋ということで３橋の補修設計を上げさせていただいてるとこでございます。よろしく

お願いいたします。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） この監事会を設けなあかん、２条の次の事項について調

査審議する金て、それはそれで分かる。こういう内容をきち金とあれするんでしょうけ

ど、なぜそこに忙しい課長さん方がこういうものをつく金て、一つはやらなあかんのか

金ていうのがもう一つし金くりこないんですけど、は金きり言金たら別にそれこそそれ

はそれで関係する金て言われましたけども、全部に関係するわけで、入札関係金てもの

はね。だ金たら当然、課長会なり幹部会、１か月に何回かやられてますけども、それを

きち金とや金て、全員１つの認識を持つということのほうが当たり前じゃないかと思う

んですけども、関係課金て言うけども、全金が関係してるわけでね、これ。その点はど

うでしょうか。私はここの中に何も監事会なるものを入れなくてもいいと、ふだんから

のいわゆる幹部会できち金となさ金たらどうだろうと思うんです。その点に対する認識

を聞かせてください。

それから、交番の関係ですけども、湯地内にもあるんですけども、あれは県の土地、

建物の県だと、兵庫県。何が違うのか、本来は県のあれじゃないですか。だからそこら

辺のところ、何かちょ金と何でそうな金てんのかな金ていうのが、いろんなとこが全部

違う金てことですか、それぞれの土地は所有権が違うということですか。ほかにも照来

にもありますし、ただ、こうい金たところはどうなんでしょうか。それ聞かせてくださ

い。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 議員御指摘のとおり、今回の件に関係するのは特定の課だ

けではなくて、全ての課に関係するということでございますが、ここの６条に書いてお

りますように、委員会の中で審議していただくその内容、そうい金たものの事務処理の

ために全ての課に情報共有はしなくてはいけないと思いますけども、事務処理のために

全ての課が集ま金て協議するということではなくて、ここに定めている監事会のメンバ
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ーで集ま金て事務処理のための協議をするということを考えております。

このメンバーにつきましては、入札参加者審査会のメンバープラス会計管理者を入れ

てこの監事会というものを組織しております。目的としては委員会で審議していただく

内容について、資料であ金たり資料の修正であ金たり、そうい金たものの事務処理を進

めて委員会で慎重審議をいただくという内容で監事会を設けるものでございます。

それから、交番の土地につきましては、ほかの交番の底地まで調査はいたしておりま

せん。ただ、現在の駅前交番の土地については町有地、その上に県が交番を建てている

という現状がございます。また、県からも交番の移転について、用地の確保をしてほし

いという要望がございますので、今の隣接の土地になるわけですけども、そこを町が準

備して、交番の移転をしていただきたい。交番はなくてはならないという状況の中でそ

ういう判断をさせていただいているところでございます。

○議長（中井 勝君） １３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 設置要綱ですけど、事務だとかこの１から４までのあれ

については、庶務が本来するべきことだと思うんですけど、なぜそれが監事会がそうい

う形を取らなあかんのか、つまり入札の委員会なりそういうのだ金ていうことですけど、

私は庶務がやることであ金て、特別こういう監事会を設けてやる必要はないという思い

です。

それから、交番のいわゆる底地の問題ですけど、本来は県の建物が建つのに、常に町

がそういうものを用意せなあかんというのが、もう一つよく理解ができないです。県が

御自分で土地を買金て、それに建てるのが普通じゃないかなと思うんですけども。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 委員会の庶務については総務課が処理するということにし

ておりますけども、ただ、総務課だけで資料づくりであ金たりそうい金たことはなかな

か困難な状況がございます。そのために監事会を設けて、資料づくり、それから事務処

理そうい金たものをや金ていきたいという意味でございます。

それから交番の敷地については、通常であれば土地の所有者、建物の所有者、一致し

てるということが通常の場合想定されるわけですけども、今回、今ある交番の土地、建

物の権利関係が、底地は町、それから建物は県が建てたという状況、そして今回の街路

事業でそれが支障にな金て移転するというような状況を踏まえまして、県のほうから要

望があ金たために、今の権利関係とそじように町が土地を準備して、ぜひとも交番をそ

こになくするわけにはいきませんので、交番をそこに設置していきたいということでご

ざいます。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前９時２３分休憩

午前９時２４分再開
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○議長（中井 勝君） 再開します。

質疑をお願いします。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） まず、７ページの総務管理費の委員報償金の関係でお伺

いします。要綱を見ますと、この３名分の予算に対して、委員としては学識す験者、弁

護士、識見を有する者ということで検討されてるようなんですが、この内訳が分かりま

すか。また、こうい金た委員の報償金に関しては、別段で特別職の職員で非常勤の者の

云々の条例があると思うんですけれども、それはいろわずにつくられるのかなというと

ころを確認させていただきたいです。

それから、そじページの企画費の１７節備品そ入費なんですけれども、これも総務産

建委員会の資料で庁舎内の公衆無線ＬＡＮの整備ということで、中身を確認させていた

だきました。アクセスポイントを８台整備されるんですけども、もう機種が限定されて

いて、結構高金な機種のように見受けられるんですが、これの選定の理由を教えていた

だきたい。そしてまた、庁舎内のＬＡＮとは独立した形で多分設計されると思うんです

が、大本の回線の速度は十分なのでしょうか。そして、この機器の内容を見ますと、予

算の説明の中では、ウェブ会議等に対応するという形で言われてましたけども、特にウ

ェブ会議に関する中身が機器の中にはないようですが、その点はどのようにされるのか

お伺いします。

続いて、８ページの徴税費、賦課徴収費の関係で、１２節委託料、滞納管理システム

の改修業務ということで１２８万 ０００円が上が金ております。説明を受けている内

容ですと、新型コロナの対応で徴収猶予の手続、これに適用するためのシステム改修と

いうことで説明があ金たと思うんですが、徴収猶予の効力自金は決定したら今回の特例

でいうと、通常ですと必要な担保の拠出が不要、それから延滞金が免除というのがこの

新型コロナの中で徴収猶予の特例だと思います。システム改修に当た金ては、必要なの

は延滞金の税率のテーブルをいろうだけだと思うんですけども、なぜこんなに高金なシ

ステム改修の委託料になるのか説明してください。

そして、あと３点。１５ページの土地改良費、１２節委託料の業務委託料でため池し

ゅんせつ事業計画策定業務とあります。説明では奥山池しゅんせつ事業ということだ金

たと思うんですけれども、奥山池金ていうと、正法庵のため池だと思うんですけど、あ

れは廃止という話じゃなか金たでしょうか、確認させてください。

それから１７ページの商工費の関係です。観光費の１８節負担金補助金及び交付金の

麒麟のまちＤＭＯの関連なんですが、総務産建の資料も見させていただきましたけども、

もう少し連携事業の詳しい内容を教えていただきたい。

最後、１９ページの住宅費、住宅管理費でこれ昨日、繰越計算書の関係で少しまた質

問しましたけれども、特定危険空き家の除去の業務になると思います。昨年度の当初予

算は工事請負費だけだ金たんですけども、今回ぼおんと大きく跳ね上が金て、また設計
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の業務も中に含まれるということですので、その辺りもう少し説明をいただけますか。

以上です。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） まず報償費の関係でございます。委員３名は大学教授、そ

れから弁護士、それから県の職員ということでお願いする段取りをしております。報償

費につきましては、１万 ９００円を想定いたしております。ただ、予算組みのときに

は委員がは金きりしてなか金たので、３名分で予算を組んでおりましたけども、委員会

のときに説明させていただきました１名が県の職員にな金たということで、実際には県

の職員には報償費の支払いはしないということでございます。

○議長（中井 勝君） １個ずついこうか。高金じゃないか金て、費用弁償の関係も併

せて聞いてましたよね。

○議員（２番 平澤 剛太君） 条例はいろわんのという。

○総務課長（井上 弘君） 条例については、改正する予定はございません。

○議長（中井 勝君） 次に、岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） ５ページの企画費の備品そ入費についてでございます。Ｗ

ｉ－Ｆｉの整備ということで、機械を上げております。質問で８台の機種について高金

ではないかという御質問でございます。今、設置しておりますのが、フリースポット協

議会の安全対策ということで対応するという推奨機器ということで選定をしております。

大きく個人向けにつきましては、格安のものがありますけれども、基本的に法人向けと

いう機種の選定で若干、個人向けに比べれば高金であるということになります。

次に、全金の速度のことでございますけれども、法人契約として１ギガの契約を結ん

でおりますので、一応速度的には問題ないという考えにあります。

次に、ウェブ会議の内容はということでございますけれども、き金ちりした回数は分

かりませんが、約２０回ぐらい今までや金ているということで認識しております。それ

ぞれの部署でいろんな会議がございますので、形式は違いますけれども、多い箇所では

２０人ぐらい、少ないところでも七、八人ぐらいは参加するような形のウェブ会議を行

金ている状況でございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） 議員、質問の８ページの２目の賦課徴収費の委託料の内容

でございますけども、説明させていただいたように、現行の滞納管理システムを徴収猶

予の特例措置に対応させるためのシステム改修でございまして、猶予等の設定をするこ

とで延滞金加算金督促などの猶予などの設定、また監修、猶予適例情報のネオとの連携

をさせる改修ということでトピックスネオと管理システム両方の改修をするためのす費

でございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 高金だ金て言いよるけど、高金じゃないの。当たり前。

どうぞ。
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○税務課長（長谷阪仁志君） やはり、業者はＫＫＣということになるわけでございます

けども、通常の委託においてもこのような金、２つのシステムの改修ということがあり

ますので、見積りのとおりだというふうに感じております。以上です。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） １５ページの土地改良費の委託料に係る御質問でござ

います。業務委託料といたしまして、ため池しゅんせつ事業計画策定業務ということで、

今回計上いたしておりますが、場所につきましては、正法庵地内の奥山池ということで

ございます。議員お金しゃいました廃止に伴うものはそじ正法庵地内で別のため池で沖

中池という池がございまして、そちらのほうを今後廃止するということで、昨年の補正

予算でお認めいただきまして、繰り越しいたしております。今年度廃止の工事を実施す

る予定といたしております。ですので、ここで上が金ておりますのは、奥山池のしゅん

せつ事業に係るものでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） １７ページの観光費、負担金の麒麟のまちＤＭＯの関

連でございます。この負担金につきましては、コロナウイルス感染症で影響を受けた観

光業者に対して、終息に向けて麒麟のまちのＤＭＯとして加盟市町が連携をしながら何

か誘客に結びつく事業をしようということで負担金をお支払いするものでございます。

団金旅行客がコロナウイルスの関係で個人旅行へと変わりつつある中で、個人旅行客が

求める金験型の観光というものをまず先取りをしてアピールをしていこうというものが

目的でございます。大手のサイトでありますアソビュー！というサイトに連携市町のそ

れぞれの金験メニューを登録をして、予約から支払いまでできるという仕組みをこのサ

イトに登録して、誘客を図るものでございます。加盟市町全てがそ意をいたしまして、

この事業に向かうというものでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） １９ページの住宅管理費の委託料でございます。この三尾

の空き家の略式代執行ということで、令和元年度から予算を組んで、工事請負費３００

万円ということで予定しておりました。設計につきましては、職員でということで考え

て執行してきましたが、ほかの繰越しの関係で補正のヒアリング時期の１月末の時点で

は除却の助成事業の実績や他市町の設計を参考にいたしまして、事業を進めてきて、３

００万円で執行できると見込んでおりましたが、実際数量等拾金て、参考見積りを業者

からいただいたところ、それが３倍から４倍の金ということで、とても今の予算では執

行できないという中で、県と協議して令和２年度事業ということで、補助でいけるとい

うことを踏まえまして、大変申し訳なか金たんですけども、執行はせずに不用金とな金

て、このたび補正でお願いするものでございます。内容としましては、工事費が高くな

金たということがございます。それで、設計も補助金のほうに対応した設計をしないと

いけないということもございまして、外注で設計をさせていただくように予算を上げさ
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せていただいたとこでございます。

それから、昨年度が工事費で、今年は委託料ということで変わ金ております。昨年度、

設計をしてる中で、内容を精査しましたら、動産リスト、それから隣接家屋への調査と

いうことが必要ということがございまして、内容を精査して、昨年も執行する場合は流

用でということでございましたが、今年、組み直しをさせていただきますので、委託料

で業務を上げさせていただいとるところでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 順番に追加で。まず、不正行為の再発防止の検討委員会

については、条例を改正しないということは、別表の一番最後の項目のその他で任意の

とこで動くのかなというとこなんですけども、ということは、この委員会自金は恒常的

に置くものではなく、今回の事件、これがきち金と対応するためのもので、役目を終え

たら一旦それで終了するというものなのかなということで確認をさせてください。

それから、公衆無線ＬＡＮの関係なんですけれども、本回線１ギガということで、十

分かどうかでいえば、一般家庭とそじですよね。多分、この地域１ギガしかないので、

例えば民間のｅｏ光とかですと、それより早い回線というのは必要ないのかな。例えば

説明の中で、委員会の中での質疑だ金たと思うんですけれども、非常にフリースポット

での接続台数が今回の機器にすれば増えるということで、答弁があ金たと思います。そ

うすることによ金て、やはり回線の負荷がかかりますし、またそれとそ様の回線を使い

ながら、業務としてのウェブ会議をやるとなると、かなり重たいんじゃないかなと思う

んですけども、先ほどあ金た答弁の中でウェブ会議の機器のことがなか金たので、そこ

も含めて答弁をお願いします。

それから、徴税費のシステム改修の関係なんですけども、基幹系のトピックスネオの

システムとの連携ということなんですが、滞納管理システムのちょ金と仕様が分からな

いので、何とも言えないんですけども、延滞金の率であ金たりするのは、何なら毎年変

わるぐらいのシステムで単純にさわれるもんだと思うんですけど、既存のシステム内で。

帳票などで影響を及ぼすのも延滞金しかないと思うんです。徴収猶予の区分などは、つ

いコードをぽおんと入れるだけのことなんで、何が難しいのかなと思金てこの質問をさ

せていただいてます。過ぎるんじゃないかなと思いますので、通常のシステムの作業の

中で、システム内の作業、改修が必要な業務じゃなくてシステム内の作業の中でできる

んじゃないかなと、そういうのができないシステム金ていうのはいかがなものかと思い

ますので、そこの御答弁をお願いします。

それから、ため池の関係は分かりました。奥山池、今、御説明いただいた形ですと、

その下にとんぼの里公園があると思います。そこの水源にな金てるんじゃないかなと思

いますので、しゅんせつ作業等をされる場合には、環境への配慮をきち金とや金ていた

だきたいと思います。

あと、先に、除却の内容については分かりました、説明で結構です。
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あと、麒麟のまちＤＭＯの関係なんですけども、個人コンテンツ、個人で利用される

メニューをつく金たり、その対応ということなんですが、今後、国のほうでＧｏＴｏキ

ャンペーン、ＧｏＴｏトラベル金ていう形の事業が予定されていて、その中で観光に関

しては旅行代金、上限４万円の半金補助、２万円上限というのがほぼ確定だと思います。

宿泊代金プラス地域クーポンということで、こうい金たアクティビティーのメニューな

んかを地域クーポンで支払うような形にな金てくると思いますので、その辺りのところ

と、このＤＭＯの今回の負担金の関係を御説明ください。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 今回の不正行為再発防止検討委員会につきましては、議員

御指摘のとおりで、この審議が終了するまでの間ということで、要綱にもそのことは組

織ということの中で定めさせていただいております。審議が終了するまでということで

限金ております。

○議長（中井 勝君） 岩垣企画課長。

○企画課長（岩垣 廣一君） Ｗｉ－Ｆｉの公衆無線ＬＡＮの整備についてでございます。

１ギガが小さいんじゃないかという御質問でございます。これにつきましては、ｅｏ光

との契約になるんですけれども、内容を若干、周りの状況も調べさせていただきました。

近畿圏で５ギガ、１０ギガというような形のサービスを提供してるところは京阪神を中

心にございます。それ以外は、但馬のほう全てないんですけども、香美町だけがサービ

スがあるという状況がございます。ただ、法人向けにつきましては、京阪神も全て含め

て１ギガのサービスということにな金ておりますので、当面は１ギガの状況での契約以

外にはないと考えているところでございます。

次に、そのウェブ会議のパソコンでございますけれども、通常のパソコンを使わさせ

ていただいております。カメラをウェブ会議用に準備させていただいて、それを１台専

用ということで使金ているところでございます。ただ、これから支所等いろんな場所で

のという考えの中では専用の機器の検討もしていく必要があると考えているところでご

ざいます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 長谷阪税務課長。

○税務課長（長谷阪仁志君） システムの改修の件でございますけども、やはりトピック

スネオの関係の改修については専属業者でありますので、スムーズにいけるのかなとい

う思いはありますけども、それに連携させるための管理システム、滞納管理システムの

整理簿の作成とか、あと納付書の作成とかそういうのに関わる分が生じてまいりますの

で、そちらの関係が若干高くな金てくるんではないかなとは感じております。以上です。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） ため池の関係でございます。今回の事業計画の策定業

務の中で、環境に関する調査項目も上げていたしているところでございますので、下流

のとんぼの里公園の影響等もここの業務の中で検討してまいりたいと考えております。
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以上でございます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 金験メニューにつきましては、いろいろ金験メニュー

であ金たり、例えば温泉施設の利用であ金たり、そういうものも対象になるということ

で考えておりますので、そういうメニューを登録していきたいと考えております。

それから、国が実施しますＧｏＴｏキャンペーンとの関係でありますけれども、６月

１６日の観光庁の発表では７月下旬から実施をされると見込まれていたものが８月の上

旬に開始予定というふうにちょ金とずれ込んでおります。ＧｏＴｏキャンペーンの中の

５つのメニューの中の１つでありますＧｏＴｏトラベルキャンペーン、これが宿泊をさ

れる場合に最大２万円相当、１泊につき２万円の補助が受けられる。また日帰りであれ

ば１万円まで受けられるというものです。その中で補助の中の７割が宿泊券の補助に当

たり、残りの３割が地元で使えるクーポンとして使えるという形になります。

現地で使えるクーポンにつきましては、それぞれの地域が国に登録をして、お客様に

使金ていただくというシステムになろうかなと思金ております。しかしながらこのシス

テムがまだ公表をされておりませんので、まだ実施には至金ておりませんが、地域の観

光協会やＤＭＯ、商工会等を通じて、これから呼びかけをして登録をしていただくとい

う流れにな金ているということでございます。つきましては、いろんな金験メニューで

ありますとか、商店街についてもできるだけたくさんの登録をしていただかないとせ金

かく来ていただいたお客様がクーポンが使えないという状況になりますので、町のほう

とも支援をしながらたくさん登録をしていただくというふうに今、考えているところで

ございます。以上です。

○議長（中井 勝君） ２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） 麒麟のまちの関係に関しては、今、御答弁いただいたと

おり、できるだけクーポンが使える地元の事業者が増えないと、ＧｏＴｏトラベルのキ

ャンペーン乗り遅れる形になりますし、個別の事業者の皆さんはなかなかそういう認識

が少ないので、町からの啓発とそれからできれば麒麟のまちＤＭＯに関しては、ここの

事務局しております麒麟のまち観光局自金が第２種旅行業の鳥取県知事の許可を取金て

おられると思います。ですので、団金独自で旅行のパッケージなどをつくることが可能

ではないかなと思いますので、ぜひＤＭＯ参加している町ですので、この圏域での周遊

観光、それから宿泊も含めた形での商品開発をや金てもらえるように、ＤＭＯのけつを

たたいて、失礼しました、叱咤激励して、事業を進めていただきたいと思います。以上

です。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 今、議員から御提案がありましたＤＭＯを使金て広く

周知、登録をということでございます。確かに麒麟のまちＤＭＯは２種の旅行免許を持

金ておりますので、いろんなプランが立てられます。また、先ほども御答弁申し上げた
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とおり、国からどういうふうに登録をするとか、どこが旅行の受付をするとか金ていう

ことが詳細に示されていないので、まだ動きが取れないということの状況でございます。

ある程度の骨格ができましたら、麒麟のまちのＤＭＯとしましても、それぞれ各市町に

登録の呼びかけであ金たり、いろんなプランを立てるということで聞いておりますので、

またこのＧｏＴｏトラベルキャンペーンは相当の金で予算を取金ておりますので、恐ら

く期間としては来年の３月までというふうに見込まれておりますので、し金かり準備を

整えながら金制を取金ていきたいと思金ております。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） １２ページの民生費、児童措置費、１２節委託料、児童

手当システム改修費ということで、補正予算の説明ではマイナンバーカードとの連携と

いうことでしたが、もう少し具金的に詳しく教えてください。

それから、２１ページの教育費のオリンピック・パラリンピック・ムーブメントのこ

とですが、先ほどそ僚議員が質問されてまして、伊藤真波さんというパラリンピックの

水泳選手の方が講師だそうですが、この講師を選定されたのは、浜坂中学とか新温泉町

が選ばれたのか、それとも県がこういう人をしなさいという形にな金たのか、ちょ金と

その辺りの関係を教えてください。それと講演会の実施自金は大金いつ金を想定されて

いるのか、お尋ねします。

それから、２３ページの図書館費の１７節備品そ入費、図書の消毒機のそ入ですけど、

これは何か新型コロナウイルス感染症対策というように目的が書いてありますが、この

機械でウイルスに対する消毒の効果の証明というのはは金きりしているかどうか、それ

からそ入金金は１台分のものか、あと委員会を傍聴しておりまして、管理費といいます

か、維持費として紫外線ランプがある程度対応年数なり対応回数があ金て、それが切れ

たら交換するということの説明でしたが、紫外線ランプの交換の費用というのはどのく

らいかかるのかお尋ねします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） １２ページの児童措置費の委託料の児童手当システム

改修業務の関係であります。今回、児童手当のシステムを改修することでマイナンバー

との情報連携ということで対応できるということで、児童手当の業務に使えるというこ

とになります。具金的には年金等の支給の関係、保険料の徴収に関する情報の関係が照

会できるということで、現況届などの関係のときに添付書類が不要にな金てくるという

ことであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） オリンピック・パラリンピックの講師の件ですけれども、学

校のほうが伊藤真波さんをということで選びました。そして、実施期間ですけれども、

１１月を予定しております。
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○議長（中井 勝君） 谷渕生涯教育課長。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） 図書館費の図書消毒機の件でございます。新型コロナ

ウイルスに対する効果ということでございますが、現段階では明確に効果があるという

は金きりとしたことは出ておりません。ただ、大腸菌ですとか、ほかのウイルス関係に

ついては効果があるということで聞いております。

それから価格につきましては、今回上げさせていただいてる分が６冊用の消毒機を予

定しておりまして、この中には設置費、それから５年間の補修費用も含まれておりまし

て、ランプの金金はまた別になりますが、設置につきましてはこの費用の中でいけると

思金ております。

○議長（中井 勝君） ランプ代。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） ランプ代は１本が ５００円でございます。

○議長（中井 勝君） 課長、効果があるかないか分からんようなもんをコロナ対策の

費用で買う金ていう提案すること自金がおかしいよ。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） すみません、明確に科学的な証拠という意味でござい

ます。ただ、現在、返却された本につきましては、アルコール消毒を前後しております

が、中まではとても手が入らないということもありまして、紫外線と風を当てまして、

中をほこりも取り、髪の毛なんかも全部落としまして、消毒するということで、安心し

て借りていただけるということで今回お願いさせていただいております。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 民生費のシステム改修、そう言われたらそういう、私も

システム回線どんだけの金金がかかるのかよく分からないですけど、先ほどもそ僚議員

の質問もありましたが、相当なシステム改修費というのをいろんな業者の方に払われて

るようですけど、それが本当に妥当な金金かどうかちょ金と分かりかねるところですの

で、とにかく職員さんもそうい金たシステムに対するスペシャリストをちょ金と養成し

ていただいて、できたらその方がプログラムつくれるぐらいの方を採用していただいて、

そうい金た部分に対するお金を節約していただけたらと思います。

それから、パラリンピックの部分ですね。中学校からの要望でこの方にということで、

私もちょ金と委員会を傍聴しておりまして、その時点で伊藤さんという方ということを

知りまして、ちょ金と調べてみたんですけど、看護師を目指しておられた方で、交通事

故で不幸にして右腕を、この肩の部分ぐらいから切断されたということで、看護師を諦

めざるを得なか金たという状況の中で、いろいろ一度しかない人生をもう二度と後悔し

たくないという夢に向か金て歩み始めて、周囲のいろんな人の助けも出て、日本初の片

腕義手の看護師となられたそうです。看護師になられただけでなしに、さきにパラリン

ピックとパラリンピックの競泳選手で１００メートル平泳ぎや１００メートルバタフラ

イで……。

○議長（中井 勝君） 森田議員、質問ですよ。
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○議員（６番 森田 善幸君） それで、先ほど委員会でそ僚議員がこれは夢が丘中学も

講演に行くことができるのかという質問に対して、答弁で三密を防ぐことが必要である

が、夢中の生徒や近隣の地域の人の参加も可能ということでした。講師の方調べたとこ

ろ、大変すばらしい方で、講演もすばらしいように感じましたので、ぜひとも三密、三

密と言わずに多くの方に聞いていただけたらというふうに、そうい金た働きかけをして

いただきたいと思います。

それから、図書消毒機のそ入ですけど、ランプの金金は１本 ５００円ということで

したが、大金どのくらいの頻度で交換しなければならないのか、ちょ金とお願いします。

それから、設置費を含めての価格ということですが、１１２万円ですね、本金の機械

代とその内訳ですね、設置費用との内訳が分かれば教えてください。

それから、私もこれ調べてみたんですが、ＬＩＶＡ金ていう図書消毒機ということで

間違いないでしょうか。株式会社図書館流通センターというとこの品物でしょうか。ち

ょ金とそこをお願いします。

○議長（中井 勝君） 森田議員に申し上げます。三密はどうでも金ていうようなその

不適当な発言はやめてください。

答弁、中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） システムの関係のスペシャリストをつく金てそういう

業務に当たるという御提案なんですけども、電算関係につきましては総務課で電算担当

という職員を配置して行金ております。そういう中で、システム自金が本当に多岐にわ

たるという状況の中、なかなか難しい問題だと思います。人員配置も１人で対応できる

ような話ではないと思いますし、制度自金も毎年のように変わ金てるという中で、今の

ところ委託するしかないかなというふうな形に思金ておりますし、す費については電算

担当とも協議をし、適切かどうかということも判断しながら契約をしてるという状況で

あります。以上です。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） オリパラの関係であります。浜中以外の近隣の学校

や地域の方も参加が可能ということで御説明を申し上げました。今、教育長が申し上げ

ましたとおり、現時点では１１月という予定をしておりまして、その段階でどうなのか

ということはあるわけですけども、基本的に三密対策ということで新型コロナへの対応

はや金ぱり頭の中に入れて、その範囲の中で可能な範囲で幅広い参加を呼びかけてまい

りたいと考えているところであります。以上です。

○議長（中井 勝君） 谷渕生涯教育課長。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） 図書館消毒機の紫外線のランプの交換につきましては、

約１万 ０００回に一度ということにな金ております。それから、設置料につきまして

は、消毒機本金価格につきましては、カタログの金金としては８７万 ０００円とな金

ております。設置費につきましては８万円としております。以上でいいでしょうか。

－１７－



○議長（中井 勝君） 計算が合わんと違う。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） すみません、本金価格が８９万円でございまして、今

現在、キャンペーン中でありまして、その割引を含めて５年間の補修費用を含めて１１

２万 ０００円をお願いしております。

○議長（中井 勝君） 入札前ですので、単価は申し上げないほうがいいと思います。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） すみません。

○議長（中井 勝君） あと、プログラマーを採用すれば金ていうような、これは総務

課、町長か。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） システム改修につきましては、なかなか職員で対応すると

いうのが困難な部分もございます。今年度の当初予算で、ちょ金と金金を忘れましたけ

ども、そのシステムの改修についてアドバイスをしていただく方を委託いたしておりま

す。これにつきましては、但馬でシステムの連絡協議会みたいなものをつく金ておりま

して、システム担当がいろんな情報を交換するという中で、他市町の中でそういう専門

家の方に委託して、システムの構築に関する内容であるとかす費であるとか、そうい金

たものについて意見をいただく、アドバイスをいただくということをや金ておりまして、

その部分で他市町で効果が出ているということの中で、本町でも今年の当初予算の中で

その委託料を組ませていただきました。現在、ちょ金とどこの部分までそこが関わりが

できてるのか十分把握できていないわけですけども、総務課が関係している部分につき

ましては、そのアドバイザーの方を入れてシステム改修の内容の審査、そういうものを

していただいているという状況でございます。なかなか、例えばメーカーのほうは、そ

れぞれのシステムについて、それぞれの担当者がいるという中で、役場で１人が全ての

システムを把握してというのは、職員を育成するということにしましても非常に時間が

かかるわけでございます。そうい金た中で、外部からそういうアドバイスをいただける

方を現在委託して、できる範囲のそのシステムの改修の内容についてアドバイスをいた

だいているという状況でございます。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） できるだけこうい金たシステム改修費、本当に当初予算

にも補正予算にも次々に金金て、それを総合計したら莫大な金金になりますので、少し

でも減らす方向で努力していただけたらと思います。

それからオリンピック・パラリンピック関係ですが、先ほどはちょ金と失言してしま

いまして申し訳ございません。三密を十分に防ぎながらも、少しでも多くの人に聞いて

いただけたらと思います。

それから、図書館の関係ですが、ちょ金とメーカーまで聞いたのは、そこの機種の動

画等をちょ金と見たわけですけど、風を送金てページを開くというような話で、その動

画が金金ておりまして、ちょ金と見ましたけど、や金ぱり何百ページにも及ぶ本ですの
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で、全部の１ページずつがぱらぱら金と開いて、紫外線が当た金ているというふうに私

の目からは確認できませんでした。ある程度のページの固まりが動かずにそのままあ金

て、３０秒から１分で殺菌ができると書いてありましたが、本当にそれでページとペー

ジの間にあるようなものが大丈夫なのかなと。

あと、ウイルスというものはもともと細菌と違金て、本にあ金てそのまま感染力を維

持して何日もあるか金ていうと、それはいささか疑問なもので、本当にだからこれが新

型コロナウイルスに対して有効なのかというのはちょ金と疑問に思いまして、例えば感

覚的なものというか、誰が見たか分からないものを見るのにもう一つ気持ち的なものと

いうか、そうい金たものに対する対策なのか、そこら辺、図書館に対する要望で、や金

ぱりコロナのことで利用者の方からそうい金たき金ちりと消毒してほしいというような

要望が出て、こういう形にな金たのか、そこら辺のいきさつを教えてください。

こうい金た商品が今、新型コロナの影響でいろんな商品が出ておりますけど、果たし

て新型コロナウイルスに本当に感染防止に役立つか、立たないか金ていうのは、まだ出

たば金かりですから、は金きりとは分からないとは思うんですが、結構高金な費用でし

て、キャンペーンで７０万円ということでしたら、あと維持管理で４０万円ぐらいある

わけですから、そこら辺の費用の関係とか、もう一度ちょ金と考えてみてもら金たらと

思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 谷渕生涯教育課長。

○生涯教育課長（谷渕 朝子君） 消毒機の件でございますが、コロナウイルスの効果と

いうことなんですが、今現在は紫外線の効果ということも結構、報道されておりますの

で、一定の効果はあるのではないかと私は期待しております。

それから本の動画を見ていただいた中で、し金かりと効果があるのかという件につき

ましては、確かに本の厚さですとか、薄さ、ページの厚さによ金てはなかなかうまい具

合に当たらないこともあるし、本の長さで入り切らないというようなのもあるかと思い

ます。ただ、より安心して多くの方に読んでいただくために、今回のこの消毒機のそ入

をお願いするものでございまして、特に人気のある本につきましては、予約貸出し受け

付けておりますので、返金てきたらすぐに貸し出すという、早く貸出しを開始したいと

いうこともありまして、特に人気ある本につきましては、頻繁に消毒機を使金て、すぐ

に貸出しを開始したいと思金ております。また、特に子供さんがおられる保護者の方と

かは安心して借りたいという声も聞いておりますので、今回の消毒機のそ入をお願いし

たいと考えております。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） １０ページ、１１ページ、社会福祉費、児童福祉費でお

尋ねをします。コロナ対策で最も急がれるというのは商工業を営む人もそうですが、何

よりも低所得者、あるいは障がい者や低所得世帯の子供たちへの支援だと思うんですね。
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ところが一般質問では、その実態が把握されていないということが明らかになりました。

担当課としてそのことについて、どういう見解をお持ちでしょうか。お聞かせください。

次の１２ページ、認定こども園費で、１つは私立認定こども園の保育環境改善の支援

策が、これは国の制度だと思うんですが、内容についてもう少し説明いただきたいと思

います。

それから、浜坂認定こども園の改築についてのその後の方針なり、協議内容について

教えていただきたいと思います。

２０ページ、消防費の災害対策費で、庁舎内での消毒作業従事者に特殊勤務手当を支

給するという予定だということなんですが、どういう人が消毒作業に当たるのか、ある

いは庁舎内で感染者が発生したということになると、この消毒作業に従事する人だけで

特殊勤務手当がいいのかどうか、どういう基準でこの作業者ということにされたのか教

えてください。

それから、そじ２０ページで教育費で、委員会資料に参事を配置するということが書

かれていて、私全くその認識がなか金た、県から教育委員会に職員が派遣されるという

ことは聞いていたんですが、そもそもその参事というのはどういうことをされるのか、

それから前職がどういう役職なりで、この参事という職にな金たのか、その辺りのす過

等について説明いただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 最初、中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 低所得者、障がい者等のコロナに対する実態について、

担当課としてどう考えるかという御質問でした。実態についてなかなか把握できない部

分もあ金たりするわけですけども、健康福祉課としては、障がい者につきましては、各

施設の障がい者の方の状況なりで相談支援員がおりますので、そこら辺からの情報の収

集等をや金たりしておりますし、低所得者等につきましても、独り親の関係なんかも併

せて、できるだけコロナ対策ということで、スピードを持金て何らかの手だてができる

ようにというふうなことで対応してるわけですけども、細かいとこまでのなかなか実態

までは把握はできてないという状況であります。

○議長（中井 勝君） 松岡こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） 認定こども園費の私立の５０万円の関係であります。

令和２年度の保育対策総合支援事業費補助金ということで、この交付要綱に基づきまし

て、上限金を５０万円ということで、マスク、消毒液等の物品のそ入であるとか、空気

清浄機、金温計等の備品のそ入、施設の消毒というようなことで補助事業があるという

ことで、公立の３園につきましては、町の予算で対応するということで、私立につきま

しては、補助金交付要綱を作成をして、５０万円を交付するということで、今回５０万

円を限度金ということで計上しておるところであります。以上であります。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 浜坂認定こども園の件ですけれども、方向性を早く打ち出す
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ということで協議をしてきてたわけですけれども、 ０００年に一度のことが出まして、

そのことを改めて受けまして、庁舎内での協議を引き続き継続して、それ以前もしてい

ましたけれども、引き続きそのことを受けて、方向性を見いだすための協議を重ねてま

いりたいと思金ております。

あと参事の件ですけれども、県で指導主事としてされてたわけなんですけれども、今

回、町に参事ということで迎えることになりました。今現在、その参事というか、県か

らもらうということに対して、とにかく教育委員会内の組織の見直しということで、教

育総務系と教育指導系の充実を図りたいという思いで配置をお願いしたものでございま

して、今現在も学校等の連携等、県との連携等もし金かり取金て、今、業務に当た金て

もら金てるような状況にあります。

○議長（中井 勝君） 前職は何でしょう。（「県の指導主事」と呼ぶ者あり）

どうぞ。

○教育長（西村 松代君） すみません。県の指導主事として勤務をしてお金た者です。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） コロナ対策の消毒の関係でございますけども、一定の

感染者が出たという中で、そうい金たリスクある消毒作業を行う職員ということで、こ

うい金た手当を支給するものでございますし、その感染者に対する調査等は保健所でさ

れますので、そうい金た情報をいただきながら、適切に消毒ができるように当たりたい

と思います。職員等については、対策本部で協議をすることとしております。

○議長（中井 勝君） 誰が金ていうのは。

○町民安全課長（小谷 豊君） 対策本部で検討してまいるということで、基本的には

それぞれの施設管理者ですることがいいんですけども、町有施設の中には少数の職員し

かいないような施設もございますので、そうい金たところは当然、濃厚接触者として職

員等も待機になるという場合も考えられますので、一応対策本部で選定することとして

おります。以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） じゃあ、後ろから。参事金ていう、そもそも今までなか

金た教育委員会の中の役職ですね。本当にそういう参事職が、今の教育委員会の中に必

要なのかどうかと。なぜ参事がここで突然提案されたのか、もう少し説明いただかない

と全く理解できないです。なおかつ、県から来て、内容がよく分か金ていら金しゃらな

い人ではないかと思うんですが、地元の方だから、この地域の教育行政についても熟知

されているのかもしれませんが、そういう人がいきなり参事という役職に就くと。委員

会資料を読んでみると、副課長と参事とが何かそ列に読み取れるんですが、なぜ副課長

なり課長補佐なりがあるのに、なお参事が必要なのかということが全く説明されており

ませんのでね、もう少し分かるようにお願いしたいと思います。

それから、その消毒作業に当たる人に特殊勤務手当を出すということについて異議が
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あるわけじゃないんですよ。本当にそういうことが必要にな金ている庁舎の中で、危険

手当を支給する人がその人だけでいいんですかと、どういう基準で消毒作業をする人の

みに特殊勤務手当を支給するのか説明をいただきたいと思うんです。

それから、低所得者やその家庭の子供、あるいは障がい者、そういう方にこそ支援が

必要だと思うんですね。しかし、今のお答えでは、そういう人たちが、あるいは生活保

護を受けている人たち、どういう生活実態にあるのかね、把握をされていないというこ

と自金が、もう３月、４月、５月、６月も終わろうとしている。ちょ金とどこにポイン

トを置いて業務をされているのかなと思うんです。これほどコロナ支援策だとい金て補

正予算を次々に打ち出しているのに、最も手だてしなければならないところにまだ手が

届いていない。どういう状況にあるかさえも掌握できていない。このことこそ危険じゃ

ないですか。町の危機だと思いますよ、私。だから、何よりも、何をするかという以前

に、どういう状況に置かれているのかということを把握してもらいたいと思うんです。

私は、健康福祉課だけでできないなら、本当に対策本部なり、町の総力を挙げてやるべ

きではないですか。町長だけが町の中に入るんではなくて、職員が出かけるべきだと、

必要なら。なおかつ一般質問でも提起しましたが、アンケート調査でもされたらどうで

すかということも含めて提案しているわけですから、大至急手を打金てもらいたいと思

うんです。どうでしょう。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 参事の件なんですけれども、県の割愛指導主事を迎えたとい

う形で、今、先ほども申し上げたんですけれども、教育委員会の指導系の部分が今の、

昨年度までの教育委員会の組織としてはなかなか機能しないという部分がありましたの

で、そこに参事という形で割愛指導主事を迎えることで、教育、現場への学校教育、学

校園の指導金制をさらに強化したいという思いで、今回、参事という形で迎えたという

ことです。そして、その委員会の中でも、や金ぱり説明不足というところで、参事とい

う位置づけについて、まだ整理をするべきではないかという御意見もいただきましたの

で、その辺りのところ、整理をしていきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） ウイルスの感染の関係でございますけども、当然、感

染者が出れば庁舎等は閉鎖等の処置が必要にな金てくると思います。そういう中で、明

らかにウイルスがあるというようなリスクの中で作業していただくということになりま

すので、通常のリスク以上がある作業ということで、特殊勤務手当を支給するというこ

とでございます。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 支援が必要な方に対する生活実態といいますか、そう

いう状況を把握するというふうな御提案なんですけども、各係の中で町民の方と接して

いる状況もあ金たりしますし、課の中で調整するような形で、どういうことができるか
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ということをちょ金と調整していきたいと考えます。以上です。

○議長（中井 勝君） あまりいい回答にな金てませんよね。教育委員会も健康福祉課

も。こうすべきじゃないかという提案があ金たんで、健康福祉課あたりは、ちゃんと実

態把握を早急にします金ていうのが正しい答えかなと思うんですけど、僕がそういう答

えを言うわけにはいきませんけども、それに近い答えをできたら言金てほしい。

じゃあ、代表して、西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員から意見いただいております。本当に町民の実態を確認す

る中で、いろんな施策が打てると思金ております。やはり町民一人一人の実態、現状を

把握するには金で知る、データば金かりじゃなしに、実際にそうい金た生活保護を受け

てる方々、独り親の本当に頑張金ている方々、そうい金た方々の実際本当の意見をお聞

きすると。

それから、また、コロナによ金て職を失金た方もかなり出てきております。こうい金

た方々のお話も、やはり直接会金て聞くと。全部会うことはできないかも分からんです

けど、大金、何ていいますか、１人でも２人でも会うことによ金て実態が分かると思い

ますので、議員からいい御意見いただきましたので、何とか意見が生かせるように、課

内で、庁舎内で検討をしてまいります。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 実態を把握した上でね、や金ぱり最も急がれる手だてだ

と思うんですね。今ある制度を最大限活用すると。だから、例えば生活保護制度である

とかね、今回の議会で決められた税の減免制度であるとかね、あるいは社会福祉協議会

が一定の貸付金制度とかがありますよね。そういうある制度を丁寧に、利用する側の立

場に立金て、や金ぱりこういう制度があります、こういうふうにしたらその制度が活用

できますよ、利用できますよというような、ぜひチラシなり、何かそういう広報、啓発

の在り方も大至急まとめてしてもらいたいと思うんです。その上で本当に必要な支援が

必要なところに手だてを打つというのが何よりも今、求められているんではないでしょ

うか。ぜひそこはもう、本来の業務ですからね、それは。本来業務ですから。ぜひ大至

急具金化してもらいたいと思います。

それから、特殊勤務手当を作業員に出すのは何の問題もないんです、私。当然だと思

うんですよ。だけど、本当に庁舎内で発生した、そしたら、その消毒作業をする人だけ

が危険な状況に置かれるのかと、そういうことじゃないんじゃないかということを私は

申し上げたいんですよ。全ての職員に、もし庁舎に発生してしま金たら支給すべきでは

ないか。あるいは病院の職員やささゆりの職員、当然そういう人も、町内で感染者が発

生したということにな金たら、もう市中感染が当たり前の状況にな金てしま金てるのが

今のコロナの状況でしょう。そうすると、本当に病院の職員やささゆりの職員なんて、

濃厚接触をしなければ本来の業務ができないじゃないですか。そういう人は、じゃあ、

発熱外来での対応した人だけで本当に十分なのかともう一度、私は考え直してもらいた
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いと。出すんだ金たら、や金ぱり公平に支給すべきではないか。検討し直してみてくだ

さい。

それから、教育委員会の参事というのはね、本当に参事でなか金たらできないですか。

あるいは外からそういう人を招聘しなければ指導業務ができないのか。この庁舎内にい

る職員では頼りないのか。本当に職員のモチベーションにも関わる問題だと思うんです

よ。単純に、県から招聘してですよ、その業務に当た金てもら金たらいいという問題で

はないと思うんですよ。なぜ参事なのか、なぜそういう人が必要なのか、町内の職員で

は駄目なのか。その辺りも検討された上で、こうなんだ金ていうことなら納得もできま

すけども、どうもこれは組織の活力の低下に、むしろつなが金てしまうんじゃないかと。

それは結局、ひいてはこの町の教育力の低下につながるんではないかと。大きく言えば

ですよ、そういう問題ではないかと思いますが、検討してください。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 災害対策費の件でございます。昨日、特殊勤務手当の条例

について改正をお願いしたところでございます。今回、補正予算をお願いしております

１万円につきましては、感染症の防疫作業手当でございますので、職員が危険にさらさ

れているという状況は、職員の中で発生すれば、当然、濃厚接触者になる可能性があ金

て、その危険は議員が御指摘のとおりだと思いますが、今回、補正でお願いしておりま

すのは、防疫作業手当ということの中で補正をお願いしております。その辺りのところ

で御理解をいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、御質問の件なんですけれども、なぜ必要だ金たかという

ことですけども、やはり新温泉町の教育を充実するためには、現場、現職といいますか、

県の指導主事として迎えて、今現在、指導主事はいてるわけですけれども、その指導主

事を束ねる現職の指導主事が必要であ金た、割愛指導主事として迎え入れる。そのこと

で新温泉町の教育が、教育委員会の組織の強化、また各学校園への指導もそうですし、

教育と子供たちの学力向上であ金たり、いろいろな事業への展開がしやすくなるといい

ますか、より充実するということで必要であ金たということです。そのようなことで、

今回、今年度より参事としてお願いをして迎え入れているわけですけれども、本当に子

供たちの教育に返るということで、非常に効果があると私自身は考えております。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 教育委員会事務局の参事の件につきましては、先日の総務産

建委員会の中で私も回答させていただいたところがございますので、少し補足させてい

ただきますと、今、谷口議員からは、行政職でもいいじゃないかということだ金たんで

すけども、今回の参事については教育職ということで、学校の現場等の指導については、

行政職というよりは教育職ということで、この現時点の参事については小学校の教諭を

してる中で、派遣社教として、新温泉町の社会教育課の中で派遣社教として勤務してい
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たときもございますし、また、そうい金た県の指導主事も数年や金ていたということで、

参事という職については、その職員の年齢やその辺のす験年数から、例えばもう少し若

ければ係長級ということもあり得るわけですので、そうい金た本人のす歴の格付の中で

の参事ということ。それから、教育総務係と育成係、２つあ金て、育成のほうの教育職

としての働きが期待をされているということでございます。

○議長（中井 勝君） まだたくさんありますよね。

暫時休憩します。５０分まで。

午前１０時３６分休憩

午前１０時５０分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

休憩前に副町長が発言されてましたけども、何か訂正があるみたいです。

西村副町長。

○副町長（西村 徹君） すいません、先ほどの答弁の中で総務産建委員会と申し上げ

ましたが、民生教育常任委員会の誤りでしたので、申し訳ございませんでした。

○議長（中井 勝君） では、質疑をお願いします。いいですか。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 総括的なことになろうかと思います。今回、全般的にこ

の支援策等々、周知ということ、も金と全般的に、全金的に分か金てない方もおられる

と思いますので、広報、周知をしていただくということを提言をしておきたいと思いま

す。今回、国の支給もありましたが、全般的に広く浅くという思いがありました。今後

については、狭く、深くの支援が、これから先は、そ僚議員もありましたけども、も金

と掘り下げて、詳しく内容をできるだけ把握して、厳しいところに有効な支援策を打金

ていただきたいと思います。先ほどそ僚議員からもありました、システム改修、高金だ

という御意見もございましたけれども、その金金にはある一定の責任も全てついて回金

てると思いますので、ただ単に減金とか、安ければいいとかいうだけの問題でなく、い

ろいろな意味でトータルで考えると、誤送付であ金たり、いろんなこと、システムの改

修によ金て行政の責任を回避していくということの金金にも匹敵するのではないかなと

思いますので、それも加えてお願いをしていきたいと思います。

それと教育長、参事の件です。先ほど副町長も答弁されましたけども、年齢であ金た

り金金であ金たりということで、参事ということをつけなければならなか金たのかなと

私は理解をしております。それと、参事の招聘については、ある一定の県教とのパイプ、

プラス現場と事務方のす験を有した方の招聘ということも目的だ金たと思います。その

両方を有した方の力を、この我が町の教育全般の向上に努めていただくことを目的に、

かつ今後の新たな取組、学力向上に努めていただくということで招聘したということの

理解でよろしいですね。以上です。
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○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 今回のコロナ対策、住民への周知ということでございます。

これまで何回か臨時議会をお願いして、す済対策、支援策を御議決いただいたところで

ございます。臨時議会が終了しましたら、区長・町内会長便を使いまして、御議決いた

だいた支援策について、住民にチラシを配布させていただいております。また、今議会

で御議決いただいた内容についても、そのようにしてまいりたいと思います。

また、国の１次補正で、町には臨時交付金が１ま ０００万円まり来たわけでござい

ます。それの使途としまして、これまでの補正の中で使わせていただいてきたわけでご

ざいます。また、２次補正も来るという情報も入金ております。その臨時交付金を活用

して、事業を組む段階では、議員御指摘のようなことにも十分配慮しながら、また注意

しながら、予算の編成に努めてまいりたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 今、参事についての整理というか、についてなんですけれど

も、本当に本町の教育もよく知金ている、そして県からの派遣ということで、指導主事

としてのす験もあるということで、両方のす験を持金た参事を配置することで、本町の

教育をより充実していくために、今まで積み上げてきたものの上に、より充実していく

ために必要な人材であると思金ております。そうい金た意味で、さらに新温泉町の子供

たちのために、子供たちの教育の充実のために、し金かりと現場とのパイプも太く取り、

そして県教委との連携も取り、いろいろな新たなことにも挑戦していく人材として活躍

をしてもらいたいと思金ております。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） システムす費が増嵩してないかということで、確かにカスタ

マイズのす費が非常に増えているということで、先ほど総務課長が答弁しましたように、

今年度、そうい金た専門家の工数、いわゆるシステム改修の工数等の確認を専門家の意

見も聞いて、それを徹底していくということですので、そうい金た作業を進めて、す費

の削減に努めてまいりたいと考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され
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ました。

暫時休憩します。

午前１０時５６分休憩

午前１０時５７分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、議案第５９号から議案第６６号まで

の令和２年度特別会計及び公営企業会計８会計の補正予算につきましては、一括上程し、

質疑、討論、採決は会計ごとに行います。

・ ・

日程第３ 議案第５９号 から 日程第１０ 議案第６６号

○議長（中井 勝君） 日程第３、議案第５９号、令和２年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）について、日程第４、議案第６０号、令和２年度新温泉

町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第５、議案第６１号、令和

２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第

６、議案第６２号、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第

１号）について、日程第７、議案第６３号、令和２年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計

補正予算（第１号）について、日程第８、議案第６４号、令和２年度新温泉町水道事業

会計補正予算（第２号）について、日程第９、議案第６５号、令和２年度新温泉町下水

道事業会計補正予算（第１号）について、日程第１０、議案第６６号、令和２年度新温

泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第５９号、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）についてから、議案第６６号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事

業会計補正予算（第１号）についてまでにつきましては、それぞれ補正を行う必要が生

じましたので、御提案を申し上げるものであります。内容につきましては、休憩中に担

当課長が御説明を申し上げたとおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すので、これから質疑に入ります。

議案第５９号、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） よろしいですか。ないようですね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議
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ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６０号、令和２年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） よろしいですか。ないようですね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６１号、令和２年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１

号）について、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６２号、令和２年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１

号）について、これから質疑に入ります。

質疑をお願いします。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） よろしいですか。ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６３号、令和２年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６４号、令和２年度新温泉町水道事業会計補正予算（第２号）について、これ

から質疑に入ります。質疑をお願いいたします。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 今回、水道料金の免除をするということが規定されてい

るんですが、どういう根拠でこの免除をするのかということと、それから、検針月でな

い月からスタートした免除ということになるんですが、その辺りはどういうふうに考え

られて、こういう月にな金たんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） まず、今回水道料金を４か月減免するに当たりまして

の根拠でございますが、下水道条例に基づく減免規定をまず適用いたしまして、それに

基づき、今回要綱の制定をさせていただいて、減免をするという形での減免の規定を設

けております。

それとあと、検針月につきましては、７月請求に伴う水道料金の減免につきましては、

－２９－



６月検針月ということになりますので、検針月に沿金た形での減免ということで、６月

検針、それから６月請求分ということになりますので、あと２か月分の検針も含めて、

２か月に１回の検針をするという中で、それに合金た形での、検針月に合金た形での減

免ということにな金ております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 課長、下水道条例に基づいて金て言金てお金たけど、それは合

金てるの。それとあと減免要綱金て言金たけど、規程じゃないの。

○上下水道課長（奥澤 浩君） すみません、失礼しました。水道の給水条例でござい

ます。あと要綱ではなく、規程でございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 訓令によ金てこの規定を設けると、この考え方について

説明をしてください。私はまず、給水条例３４条は、町長の判断でできるとな金てると

思うんですね。だから、それが訓令でいいという判断金ていうのはどういうことなのか。

本来なら条例を改正する、あるいは悪くても規則の改定でなければおかしいんじゃない

かなと思いますし、取りあえずそこを答えてください。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 今回の減免につきましては、事務処理等に関すること

でありますので、規程の制定での処理をいたしてきております。また、今回の条例とは

別に、水道給水規定が設けられている中で、減免につきましては、申請等が必要になる

という中で、その処理を省くために、新たに規程を制定をして、手続等を不要とさせて

いただいたものでございます。以上でございます。

○議員（14番 谷口 功君） 答えてもら金てる意味が理解できないんですけど。今の

答弁の説明をしてほしいです。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午前１１時０９分休憩

午前１１時１１分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 規程で設けることがどうなのかという御指摘でございます。

そもそも新温泉町水道事業給水規程の中に、第２４条に料金等の軽減または免除という

項目がございます。もともとは給水条例の３４条から派生して、この規程を設けておる

わけでございます。その２４条の中に、公益上、その他必要があると認めた料金が減免

できるということにな金ております。今回の規程の整備については、事務処理上、申請

に基づく減免ということをここではうた金ておるわけですけども、その申請がなくても

減免できるという、その事務処理上のことなので、規程で整理したということでござい

ます。
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○議長（中井 勝君） ということだそうです。よろしいですか。

そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

それでは、お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６５号、令和２年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第１号）について、こ

れから質疑に入ります。質疑をお願いします。

１１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 直接今回の補正というわけではないんですが、発言の機

会がないもので、この機会に質問をさせていただきます。今回の私どもの所管ですが、

農林水産課からアイガモに係るす営構造対策事業の概要を示していただきました。その

中で、補助対象の中で、給排水衛生設備の工事というものがあるわけであります。この

資料を見ると、生産工程の中で、放血とか湯づけというような工程があります。こうい

う作業をするには、多分多くの水が必要とされると思うんですが、聞くところによると、

処理水については下水道に流しているということを聞きました。産業用の排水でもあり

ますし、下水接続については問題がないのかなということ。何か手続をされてるのか、

どのような手続が必要になるのかということも疑問としてありますので、御答弁くださ

い。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 今回、下水の受入れについてということでの御質問で

すが、今回の施設につきましては、カモ肉の加工センターということで、カモの毛を剥

いで、血を抜いて、内臓を取り出して、湯せん器で洗金て、肉へと加工する施設でござ

います。下水に流れる汚水につきましては、血抜き、それから内臓処理後の汚水が流入

をしております。その血の処理につきましては、固めた後に、内臓とそじく焼却処理を

しているということでございますし、また、カモを処理する過程でカモの脂が出て、下

水道管への影響を防止する必要がある中で、湯せん器につきましては、水温に注意をし

て排水をすること。それから、排水溝に脂の流入を防ぐグリストラップの設置が整備さ

れております。施設の移動後ごとに清掃することという指導を上下水道課として指導を

してきたところでございます。
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あと、下水の受入れの判断につきましては、水質汚濁防止法、それから浄化槽法の適

用等の関係が出るという中で、農業集落排水処理施設ということもあり、汚水の受入れ

の可否については県が判断するということにな金ております。今回の汚水につきまして

は、血抜き処理後の汚水につきましては、雑排水であるという見解をいただいておりま

す。受入れ可能であるとの回答を受けまして、今後処理を行金ていくという予定でござ

います。以上です。

○議長（中井 勝君） その手続金て聞かれましたけど。どういう手続でそういうふう

につなげれるのかなという、接続できるかなということですね。

奥澤上下水道課長、どうぞ。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 手続の工程につきましては、こちらも確認をさせてい

ただいた段階で、事務処理等を行うよう、本人に指導を行金てきております。そうい金

た中で、排水設備計画の提出と、変更の提出ということが必要になりますし、使用開始

等の届出等の提出等が必要になるとい金たことが事務処理上必要にな金てくるというこ

とで、聞いた確認を本人からの申出があ金た後に書類等の提出等を求めて、現地調査等

を県と一緒にな金て行金てきたところでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 本町の生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の

中で、届出がなされ、それに対しての確認行為がなされるということであります。この

報告書では、３月に完了検査ということがなされております。ですから、今の確認行為

というのは、この３月の完了検査、町と豊岡農林事務所が行金てるんですが、この段階

で確認行為がなされたと理解したらよろしいですか。その後、供用開始がなされている

ということでしょうか。こういう施設の下水道料金というのは、どういうふうに算定さ

れるのかなということも併せてお聞きいたします。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 農林の手続の範囲の時点におきましては、上下水道課

におきましては、把握はしてはおりませんでしたので、それ以後の処理ということでご

ざいます。

あと接続に係る料金等の考え方につきましては、現在調整中でございます。料金の賦

課は接続があ金た日に遡金て請求予定でございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 何か歯切れの悪い回答ですよね。３月の完了検査……。

奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） あと上下水道課で確認をさせていただいたのが５日と

いうことでございますが、４月２１日に本人から協議があ金たという中で、４月２１日

に協議を受けて、６月４日に県との現地立会いを実施しております。以上です。

○議長（中井 勝君） １１番、中村茂君。

○議員（11番 中村 茂君） 通常の、設管条例８条での部分での確認行為金ていうの
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は、まだ、じゃあ、立会いはしたけど、確認行為まではできてない。ですから、下水道

料金も今のとこは、だから徴収してないということになるんでしょうか。もし確認行為

できれば、遡金て処理したいということで理解いたしました。こういう下水に接続する

とか、そういうやつ金ていうのは、大金、工事者が届出してくれて、それで完了検査も、

工事者の中で何だするような気がするんだけど、そういう部分では、その行為というの

は工事者はしなか金たというか、ということになるんでしょうか。今、３回目ですから

最後にしますけど、要はまだ完了してないというふうに理解します。施設がや金ぱり健

全に運営してくれるためにも、きち金とした手続を終えて運営をしてほしいなと、そう

いう観点で質問を終えたいと思います。

○議長（中井 勝君） 奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 下水道の排水設備の届出につきましては、請け負金た

工事事業者が本来手続をされるということでございます。ただ、今回のケースにつきま

しては、その町の届出をいただいてない業者という中で対応等を今後考えていかなけれ

ばならないということが出てきております。確認をしてからの、今後事務処理につきま

しては、適正な事務での対応を心がけたいと思金ているところでございます。以上でご

ざいます。

○議長（中井 勝君） 答弁が、町の指定業者じゃない人がつないだということですか。

課長。何か確認ができん。何かちょ金と答弁があやふやで非常に分かりにくい。もう一

度整理して、よく分かるように説明してあげないと、何かちぐはぐですよ。

奥澤上下水道課長。

○上下水道課長（奥澤 浩君） 今回の設備工事を実施した業者につきましては、本来

でしたら町の指定業者が施工するということにな金ておりますが、この施工に関する条

例での違反行為が発生しているという中で、町の罰則規定につきましては、現在検討中

でございます。その点については今後、事務処理等を行金ていきたいと思います。以上

でございます。

○議長（中井 勝君） 歯切れが悪いですけど、よろしいですか。

暫時休憩します。

午前１１時２６分休憩

午前１１時２７分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

そのほか、ありませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第６６号、令和２年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。ありませんか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 一般質問でもお尋ねしたんですが、浜坂病院、あるいは

ささゆりはあんまりそ政的には影響が出なか金たかもしれませんが、浜坂病院において

は受はは制によ金て収支が悪化していると。年間通すと１ま ０００万円ぐらいになる

んではないかということを申し上げたんですが、各商工業者等には支援策がいろいろあ

るわけですから、や金ぱり大事な企業金ですから、一般会計からの助成が、年度末にな

金てから入れるんではなくて、本当に今、す営構造が厳しいと、そして今月末で常勤医

師が２名、よその病院へ移金ていかれるという状況の下で、本当に職員の皆さんの気力

が持続されるのだろうかという心配をします。ですから、や金ぱり今、支援をして、そ

してちゃんと支えるよという姿勢を示すべきだと思うんですが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 町長、病院から。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 先日も２人の医師のお別れ会に出席をしてまいりました。本当

にこれまで２年間頑張金ていただいた、成果がこれまでの２年間の実績として出ている

と思金ております。医師の減少によ金ては療収入も減少が心配されております。特に今

回、立花先生、板垣先生、ほかの病院に行かれるわけですけど、改めて個性も含めて、

活動内容も含めて、非常に病院す営に、病院運営に本当に頑張金ていただいたというこ

とで感謝をいたしております。一方で、今後どうするんだ、コロナの影響もあるんです

けど、そこは病院、命、健康の原点としてき金ちりと支援策は続けてまいりたいと思金

ております。私もしょ金ちゅう病院に行くようにしております。医師、看護師、職員さ

ん、そうい金た方との、常に状況を確認しながら、事務長、参事以下、特に院長の強力

な指導力の下で頑張金ていただくよう、支援を続けていきたい、そのように思金ており

ます。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 年度末じゃなくて、会計、締める段階にな金てから繰入

れということでなく、あるいは来年度、当初で入れるということでなくて、今入れるこ

とに意味があると。そして、もう一つは、医師確保について、参事が先頭に立金て頑張

金ていただいてるわけですが、やはり管理者である町長が、それぞれの関係機関、ある
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いは本当にいよいよお願いできる段階にな金たという、交渉ができる段階にな金たとい

う相手の医師に対して、や金ぱりきちんと町長がお願いをすると。町挙げて、町長が先

頭に立金て病院を守る、あるいは医師招聘に頑張金ているんだという姿勢を示すことこ

そが、他の病院との競合という点からい金ても、や金ぱり説得力を持つと思うんです。

町長や副町長が医師確保についても先頭に立金てもらいたいと思いますが、いかがです。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 医師確保、管理者、責任者としては当然それは必要だと思金て

おりますし、いつもそういうつもりで行動しております。県に行くたんびに関係部署に

回金て、職員さん、課長、それから部長、病院局、そうい金たとこに必ず顔出してお願

いをしております。怠金ておるとは思金ておりません。先頭に立金ていつも頑張金てい

る、そういう思いであります。

○議長（中井 勝君） そのほか。ないですか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したい

と思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１１ 請願第１号

○議長（中井 勝君） 日程第１１、請願第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度拡充をはかるための、２０２１年度政府予算に係る意見書の採択を求める請願書

についてを議題といたします。

請願に対する委員会の審査報告を求めます。

宮本民生教育常任委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼いたします。民生教育常任委員会に

付託されました請願についての審査結果を新温泉町議会会議規則第９３条の規定により

報告をいたします。

請願第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度拡充をはかるための、２０２

１年度政府予算に係る意見書の採択を求める請願書につきましては、令和２年第１０２

回新温泉町議会定例会において、本委員会に付託されました。６月１８日開催の委員会

において審査を行いました。本請願は、子供たちの教育環境改善のため、教職員定数の

改善、少人数学級の推進及び教育予算のそ源保障等を求めるものであります。
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当委員会は、本請願の趣旨を妥当と認め、全会一致で採択すべきものと決定いたしま

した。

以上、本委員会の報告を終わります。

○議長（中井 勝君） 委員長、ちょ金とお待ちください。委員長の報告は終わりまし

た。

審査報告に対する質疑がありましたら、お願いいたします。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は、採択です。

この請願を委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、この請願は、委員長報告のとお

り採択することに決定しました。

暫時休憩します。

午前１１時３８分休憩

午前１１時３９分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

追加日程第１ 意見書案第２号

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま意見書案第２号、教職員定数改善

と義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書が提出されました。これを日程に追加し、

追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、意見書案第２号を日程に追加し、

追加日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題にすることに決定しました。

追加日程第１、意見書案第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度拡充に係

る意見書の提出についてを議題といたします。

本件に対する提出者の趣旨説明を求めます。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 失礼いたします。先日の民生教育常任委員会で、今回上
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げられた請願が採択されることになり、このたび意見書案の提出について提案をさせて

いただきます。ただいまお配りいただいたとおりでございますけれども、かいつまんで

発表させていただきたいと思います。

教職員定数の改善と義務教育費国庫負担制度の拡充に係る意見書案。

新型コロナウイルス感染症対策として３月には突然の全国一斉臨時休業の要請、それ

以降も緊急事態宣言が公示され、いまだ先行きが見通せない中、学校現場では学びと育

ちの保障や心のケア、感染症対策などに取り組んでいます。

貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題はますます山積しており、子供たちの豊か

な学びを実現するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況

とな金ています。

義務教育費国庫負担制度については、三位一金改革の中で国庫負担率が２分の１から

３分の１に引き下げられたままです。全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受

けられることが憲法上の要請です。豊かな子供の学びを保障するための条件整備は不可

欠です。

よ金て、国会及び政府においては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治

金が計画的に行政教育を進めることができるように、下記の措置を講じられるよう、強

く要請する。

記。１、子供たちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。

具金的には新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況が進む中、新学習指導要領

の全面実施も踏まえ、少人数学級の着実な推進を図ること。

２、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割

合を２分の１に復元すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。令和２年６月２４日。

衆議院議長、大島理森様、外５名様。兵庫県美方郡新温泉町議会議長、中井勝。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、国会及び政府関係機関に提出することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本件は、原案のとおり可決する

－３７－



こととし、別紙意見書を国会及び政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第２号について、字句等の整理を要す

る場合は、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

暫時休憩します。

午前１１時４５分休憩

午前１１時４８分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいま休憩中に協議いたしましたとおり、令和２年度新温泉町一般会計補正予算

（第６号）につきましては、休憩のままで内容説明を受けることにいたします。

暫時休憩します。

午前１１時４９分休憩

午後 ０時１９分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

以上をも金て、休憩中における令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第６号）につ

いての説明は終わりました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。本日の会議を延会したいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よ金て、本日は、これをも金て延会する

ことに決定しました。

本日はこれで延会します。

次は、６月３０日火曜日午前９時から会議を開きますので、議会議事堂にお集まりく

ださい。長時間お疲れさまでした。

午後０時２０分延会

－３８－


